
先
月
（
一
一
月
）
の
二
四
日
は
、
旧
大
手
四
社
の
一
角
を
占
め
た
山
一
証
券
が
自
主
廃
業
を
決
断
し
た
日
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
満

二
〇
年
が
経
過
し
た
。
こ
れ
に
ち
な
ん
で
、
新
聞
や
雑
誌
等
で
は
当
時
の
出
来
事
や
山
一
証
券
元
従
業
員
の
そ
の
後
を
紹
介
す
る
記

事
や
書
物
が
散
見
さ
れ
た
（
１
）。

と
こ
ろ
で
、
山
一
の
破
綻
が
い
ま
な
お
我
々
の
胸
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
理
由
は
、
そ
れ
が
衝
撃
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
〇
年
間
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
の
時
を
境
に
、
わ
が
国
証
券
会
社
の
業
界
構
造
が
大
き
く
変
わ

っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
こ
の
時
期
を
境
に
新
規
参
入
と
退
出
が
活
発
と
な
っ
た
。

一
九
九
〇
年
の
バ
ブ
ル
崩
壊
以
後
、
免
許
制
の
運
用
が
弾
力
的
と
な
り
、
徐
々
に
新
規
参
入
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
（
２
）

が
、
一
九
九

七
年
に
入
っ
て
小
川
証
券
、
三
洋
証
券
、
山
一
証
券
と
証
券
会
社
の
破
綻
が
相
次
い
だ
こ
と
、
九
八
年
一
二
月
の
「
金
融
シ
ス
テ
ム

改
革
法
」（
い
わ
ゆ
る
日
本
版
ビ
ッ
グ
バ
ン
）
に
よ
り
、
証
券
業
の
開
業
規
制
が
「
免
許
制
」
か
ら
「
登
録
制
」
へ
と
切
り
替
え
ら

れ
た
こ
と
等
の
事
実
が
重
な
っ
て
、
証
券
会
社
の
新
規
参
入
と
退
出
が
一
気
に
活
発
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
証

券
業
界
は
、
護
送
船
団
行
政
の
保
護
が
な
く
な
っ
て
新
陳
代
謝
が
機
能
す
る
「
普
通
の
」
業
界
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
証
券
会
社
の
業
務
内
容
が
多
様
化
し
始
め
た
。

一
九
九
二
年
に
証
券
取
引
法
が
改
正
さ
れ
て
、
兼
業
規
制
が
一
部
緩
和
さ
れ
た
が
、
九
八
年
の
登
録
制
移
行
と
同
時
に
「
専
業
義

（1）

わ
が
国
証
券
業
界
の
回
顧
二
〇
年

二
上
季
代
司



務
」
す
な
わ
ち
「
兼
業
規
制
」
そ
の
も
の
が
撤
廃
さ
れ
た
。
ま
た
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
や
Ｐ
Ｔ
Ｓ
（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
）
等
の
新

し
い
業
務
も
証
券
業
に
追
加
さ
れ
た
。
加
え
て
、
株
式
委
託
手
数
料
が
自
由
化
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ッ
ト
証
券
」
と
呼
ば
れ
る

新
た
な
業
態
が
現
れ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
も
つ
他
業
界
か
ら
の
証
券
業
参
入
が

相
次
い
だ
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
既
存
証
券
会
社
の
間
で
も
業
務
や
提
供
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
が
急
速
に
進
展
し
た
。

一
言
で
い
え
ば
、
九
〇
年
代
末
を
境
に
、
わ
が
国
証
券
業
界
に
お
い
て
競
争
の
や
り
方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
競
争

の
舞
台
（
提
供
す
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
）
は
広
く
な
り
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
展
開
さ
れ
る
一
方
、
競
争
の
主
役
は
絶
え
ず
交
代
の
リ

ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
活
発
な
参
入
と
退
出
）。

そ
こ
で
、
証
券
関
係
者
に
と
っ
て
の
実
践
的
な
関
心
事
項
は
、
広
い
舞
台
の
ど
の
分
野
を
業
務
分
野
と
定
め
、
誰
を
競
争
相
手
に

ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
の
間
の
新
規
参
入
と
退
出
が
、
ど

の
よ
う
な
属
性
の
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
か
。
こ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
伸
長
し
、
あ
る
い
は
縮
小
し
て
い
る
の

か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
事
実
経
過
を
整
理
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

１
　
参
入
と
退
出
の
状
況

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
二
〇
年
間
に
つ
き
「
日
本
証
券
業
協
会
」
の
新
規
加
入
と
脱
退
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。
証
券
会
社
は
、
証

券
業
務
を
運
営
す
る
上
で
協
会
に
加
入
し
、
協
会
の
自
主
ル
ー
ル
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
い
。
裏
返
せ
ば
、
協
会
へ
の
加
入

と
脱
退
の
状
況
は
、
証
券
業
務
へ
の
新
規
参
入
と
退
出
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
証
券
会
社
と
し
て
の

登
録
と
協
会
へ
の
加
入
、
自
主
廃
業
や
登
録
取
消
し
は
協
会
か
ら
の
脱
退
と
同
義
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
七
年
九
月
施
行
の
「
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、
金
商
法
と
略
）」
に
よ
り
、
協
会
定
款
が
変
更
さ
れ
加
入

（2）



要
件
が
「
証
券
会
社
」
か
ら
「
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
」
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
以
前
と
は
異
な
る
事
情
が
出
て

き
た
（
後
述
）。
そ
こ
で
、
こ
の
前
後
で
二
つ
に
分
け
た
参
入
・
退
出
状
況
の
表
を
作
成
し
て
み
た
。
図
表
１
―
１
、
１
―
２
が
そ

れ
で
あ
る
。

図
表
１
―
１
は
、
金
融
監
督
庁
が
発
足
し
た
一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
年
）
七
月
か
ら
金
商
法
が
施
行
さ
れ
る
直
前
の
二
〇
〇
七

年
（
平
成
一
九
年
）
六
月
ま
で
の
九
年
間
を
対
象
期
間
に
し
た
も
の
で
、
退
出
は
一
七
一
社
（
自
主
廃
業
等
九
四
、
合
併
・
事
業
譲

渡
七
七
）、
参
入
一
九
八
社
で
二
七
社
の
増
加
で
あ
る
。
年
平
均
一
九
社
が
退
出
し
、
二
二
社
が
参
入
し
た
勘
定
に
な
る
。

他
方
、
二
〇
〇
七
年
四
月
か
ら
二
〇
一
七
年
三
月
ま
で
の
一
〇
年
間
を
み
る
と
、
退
出
は
一
三
九
社
（
自
主
廃
業
等
六
一
、
合

併
・
事
業
譲
渡
等
六
一
、
登
録
取
消
し
九
、
変
更
登
録
八
、
組
織
変
更
二
）、
参
入
は
九
一
社
（
新
規
登
録
六
八
、
変
更
登
録
一
六
、

組
織
変
更
三
、
協
会
加
入
四
）
で
四
八
社
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
年
平
均
で
一
四
社
が
退
出
し
、
九
社
が
参
入
し
た
勘
定
と
な
っ

て
い
る
。
退
出
と
参
入
の
頻
度
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
、
と
り
わ
け
新
規
登
録
の
数
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
二
〇
年

間
の
前
半
で
は
参
入
が
退
出
を
上
回
り
、
後
半
で
は
そ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
。

金
商
法
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
前
後
を
境
に
し
て
、
協
会
へ
の
加
入
と
退
出
に
関
連
し
て
い
く
つ
か
の
変
化
が
あ
っ
た
。

第
一
は
、
証
券
業
を
主
た
る
業
務
と
し
な
い
業
者
が
増
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

協
会
へ
加
入
す
る
た
め
に
は
、「
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
」
と
し
て
の
登
録
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
登
録
し
た
か
ら

と
い
っ
て
証
券
業
を
実
際
に
営
む
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
協
会
員
の
中
に
は
、
ほ
と
ん
ど
証
券
業
務
を
営
ん
で
い
な
い

業
者
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
業
務
収
入
と
し
て
、
委
託
手
数
料
、
引
受
手
数
料
、
募
集
手
数
料
や
証
券
売
買
益
が
ゼ
ロ
の
業

者
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
業
者
の
収
入
の
多
く
は
「
そ
の
他
手
数
料
」
や
「
そ
の
他
営
業
収
益
」、「
証
券
以
外
の
（
た
と
え

ば
外
為
）」
売
買
益
か
ら
な
っ
て
い
る
。
投
信
や
フ
ァ
ン
ド
の
組
成
業
者
で
あ
る
「
投
資
運
用
業
」
の
登
録
業
者
が
あ
ら
た
め
て

（3）



（4）

図
表
１
－
１
　
参
入
・
退
出
の
状
況
─
─
平
成
10（

1998）
年
７
月
～
平
成
19（

2007年
）
６
月
ま
で

（
注
）
１
．
年
度
は
金
融
監
督
庁
（
現
金
融
庁
）
の
事
業
年
度
。
当
年
７
月
～
翌
年
６
月
ま
で
の
１
年
間

２
．
平
成

10年
度
に
つ
い
て
は
、

11月
ま
で
は
免
許

14社
、

12月
以
降
は
登
録

15社
。

（
出
所
）
白
書
『
金
融
監
督
庁
の
１
年
』
お
よ
び
『
金
融
庁
の
１
年
』
各
年
版
よ
り
作
成

（
注
）
１
．
年
度
は
当
年
４
月
～
翌
年
３
月
。
平
成

19年
４
月
～
６
月
は
図
表
１
－
１
と
重
複
す
る
。

２
．
対
象
は
「
第
１
種
金
融
商
品
取
引
業
」
で
あ
っ
て
、
か
つ
「
有
価
証
券
関
連
業
」
の
登
録
業
者
で
あ
る
。

（
出
所
）『
金
融
庁
の
１
年
』
各
年
版
お
よ
び
日
本
証
券
業
協
会
『
協
会
員
の
移
動
状
況
等
』
に
よ
り
作
成

平
成

10年
度
平
成

11年
度
平
成

12年
度

平
成

17年
度
平
成

18年
度
累
計

参
入

新
規
登
録
（
免
許
を
含
む
）

29
30

26
43

22
198

う
ち
外
国
証
券

7
9

4
2

0
32

31
21
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11
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171

合
併
（
事
業
譲
渡
含
む
）

15
7
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8

5
77

う
ち
外
国
証
券

0
0

4
5

5
14

自
主
廃
業

（
登
録
取
り
消
し
を
含
む
）

16
14

9
3

10
94

平
成

13年
度
平
成

14年
度
平
成

15年
度
平
成

16年
度

14
14

7
13

2
4

1
3

18
28

17
7

7
10

7
4

0
0

0
0

11
18

10
3

図
表
１
－
２
　
参
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退
出
の
状
況
─
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平
成
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2007）
年
４
月
～
平
成
29（

2017年
）
３
月
ま
で
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内
訳

組
織
変
更

1
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成
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27年
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成
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－
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6
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新
規
登
録
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6
2
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内
訳

変
更
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1
6
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3

2
16

組
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変
更

2
1

0
0
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3

自
主
廃
業

4
6

8
4

2
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登
録
取
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消
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1
1

0
1

0
9
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成

23年
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平
成

24年
度
平
成
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平
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26年
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1
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登
録
変
更
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1
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－
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－
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1

協
会
加
入

0
0

2
0

0
0

1
1

0
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退
出
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9

5
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合
併（
事
業
譲
渡
含
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3
6
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5
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減

平
成
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「
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
」
の
登
録
を
し
て
、
証
券
業
協
会
に
加
盟
す
る
よ
う
な
事
例
が
最
近
増
え
て
き
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
が

変
更
登
録
に
よ
る
参
入
で
あ
る
）。

他
方
、
協
会
か
ら
脱
退
す
る
場
合
に
は
、
以
前
は
会
社
を
清
算
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
証
券
業
は
廃
業
し
て
登
録
を

抹
消
す
る
が
、
会
社
は
存
続
し
、「
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
」
や
「
投
資
助
言
業
」
へ
変
更
登
録
す
る
事
例
も
目
立
っ
て
き
た
。

一
九
九
八
年
の
登
録
制
と
同
時
に
導
入
さ
れ
た
専
業
義
務
の
撤
廃
（
兼
業
の
原
則
自
由
）
に
よ
っ
て
、
証
券
業
の
登
録
を
し
て
も
、

そ
れ
以
外
の
業
務
を
主
と
す
る
業
者
が
出
現
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
金
商
法
施
行
以
来
、
目
立
っ
て
そ
う
し

た
事
例
が
増
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
変
化
は
、
外
国
証
券
会
社
の
国
内
法
人
化
で
あ
る
。
金
商
法
施
行
に
と
も
な
い
「
外
国
証
券
業
者
法
」
も
金
商
法
に
統
合

さ
れ
、
外
国
証
券
会
社
も
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
者
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
白
書
『
金
融
庁
の
一
年
』
は
登
録
状
況
の
記
述
に

つ
い
て
は
国
内
証
券
と
外
国
証
券
の
区
別
を
行
っ
て
い
な
い
。
他
方
、
証
券
業
協
会
に
よ
る
外
国
証
券
会
社
の
定
義
（「
外
国
法
人
」

の
協
会
員
）
は
、
設
立
根
拠
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
海
外
の
法
律
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
証
券
会
社
が
わ
が
国
に
進

出
す
る
場
合
に
は
、「
支
店
」
形
態
で
の
進
出
と
な
る
た
め
外
国
証
券
会
社
東
京
支
店
を
「
外
国
法
人
」
の
協
会
員
と
定
義
し
て
い

る
。
し
か
し
、
国
内
法
人
化
に
よ
り
、
外
国
証
券
会
社
東
京
支
店
は
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
り
、
二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
年
）
三
月

末
に
は
三
九
社
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
年
後
に
は
三
二
社
と
減
り
、
本
年
一
一
月
末
現
在
、
わ
ず
か
一
〇
社
と
な
っ
て
い
る
。
ゴ
ー

ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
を
は
じ
め
と
し
て
海
外
の
主
要
な
大
手
投
資
銀
行
は
わ
が
国
で
は
現
地
法
人
の
形
態
に
代
わ
っ
て
お
り
、
協

会
の
定
義
か
ら
す
る
と
国
内
法
人
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
外
資
系
証
券
会
社
の
営
業
分
野
は
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
が
主
で
あ
り
、
そ
の
経

営
戦
略
や
営
業
手
法
に
つ
い
て
は
親
会
社
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
働
い
て
、
明
ら
か
に
国
内
証
券
と
は
異
な
る
態
様
を
と
っ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
冒
頭
で
み
た
よ
う
に
、
多
様
化
す
る
業
務
分
野
の
中
で
、
ど
の
業
務
分
野
に
お
い
て
、
ど
の
属
性
の
業
者
が
競

（5）



争
し
、
ど
ち
ら
が
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
適
切
に
遵
守
し
つ
つ
効
率
的
な
業
務
展
開
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
結
果
、
ど
の
属
性

の
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
生
き
残
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
課
題
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
株
主
構
成
か
ら
外
国
証
券
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

２
　
業
者
の
類
型
化

そ
こ
で
、
証
券
業
協
会
に
加
入
す
る
協
会
員
に
つ
い
て
、
開
示
資
料
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
各
種
新
聞
雑
誌
な
ど
か
ら
、
①
主
た
る

業
務
と
②
株
主
構
成
を
特
定
し
、
こ
れ
に
③
規
模
別
、
④
地
域
（
本
店
所
在
）
別
の
分
類
基
準
を
加
え
て
、
類
型
区
分
し
て
み
た
。

こ
の
う
ち
、
①
は
業
務
多
様
化
に
関
連
し
て
ど
の
業
務
が
ど
の
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
か
を
み
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
②
は
、

業
務
拡
大
・
撤
退
・
選
択
等
の
経
営
戦
略
や
財
務
政
策
に
お
い
て
株
主
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
か
を
み

る
た
め
で
あ
る
。

上
場
証
券
の
場
合
は
「
市
場
規
律
」
が
働
く
で
あ
ろ
う
が
、
非
上
場
の
場
合
に
は
、
大
株
主
の
属
性
（
外
資
系
、
メ
ガ
バ
ン
ク
系
、

地
銀
系
、
オ
ー
ナ
ー
系
）
に
よ
っ
て
経
営
戦
略
な
ど
が
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
で
は
、
単
体
ベ

ー
ス
で
非
上
場
で
あ
っ
て
も
グ
ル
ー
プ
の
支
配
的
な
子
会
社
の
場
合
に
は
「
上
場
証
券
」
に
含
め
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
③
は
国
内
証
券
、
外
資
系
証
券
と
も
に
規
模
的
に
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
分
類
基
準
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

④
は
、
中
小
証
券
に
は
地
元
に
営
業
基
盤
を
限
定
す
る
業
者
が
多
く
、
競
争
エ
リ
ア
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
地
域
別
に
類
型

区
分
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
類
型
化
の
分
類
基
準
を
用
い
て
、
一
年
ご
と
に
類
型
化
を
行
っ
て
み
た
。
こ
の
う
ち
図
表
２
―
１
は
、
金
商
法
施
行
直
前

そ
し
て
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
前
の
二
〇
〇
七
年
三
月
末
時
点
の
類
型
分
類
表
で
あ
る
。
他
方
、
図
表
２
―
２
は
、
直
近
の
二
〇

（6）
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表２－１　類型分類表（2007年３月末）

（注１）外資系業者には、国内法人化のため準備会
社を登録し、登録が２重になっている業者
が５社ある。このため、大手投資銀行12社
は実質10社、中堅中小証券は実質32社、会
員業者総計は実質303社となる。

（注２）「その他証券関連業」はプライベートエクィ
ティ業６社、金融仲介受託業２社、店頭デ
リバティブ業２社。ICAP東短はここには含
めない。

（注３）インスティネット（PTSと重複）は独立系
大手の「非伝統的ビジネス」にカウントし、
PTSには含めていない。ICAP東短（店頭デ
リバティブと重複）はPTSに含め、その他
証券関連業には含めていない。

（注４）シテイグループによる日興コーディアルの
TOBは短期間で三井住友銀行へ売却された
ため、「外資」に含めず独立系大手に含む。

合計

類型 社数

3
83

そのほか
308 225

伝統的証券
ビジネス

非伝統的
ビジネス

独立系
大手 5 4 1

銀行系 15 15 0
メガバンク系 7 0
地銀系 5
その他銀行系 3

上場証券 16 16
外資系 69 47 22

FX 17
PTS 5
そのほか証券関連業 9

投資銀行
（従業員上位10社） 12

資産運用･ファンド・
証券化・金融仲介 17

ネット 1
FX 1
PTS 3
中堅・中小 35

中堅・
中小証券 143 143

東京 57
関東甲信越 12
大阪 12
関西（大阪除く） 13
中部東海 18
北陸 11
中国 6
四国 6
九州・沖縄 4
北海道・東北 4

日系
非伝統的 60 60

資産運用 1
ファンド組成 8
証券化・流動化 6
ネット 11

表２－２　類型分類表（2016年３月末）

（注１）野村フィナンシャル・プロダクツ・サービ
シズ（店頭デリバティブと重複）は独立系
大手の「非伝統的ビジネス」に、またみず
ほグローバル・オルタナティブ・インベス
トメンツ（資産運用と重複）はメガバンク
系「非伝統的ビジネス」にカウントし、日
系非伝統的ビジネスの該当分類には含めて
いない。

合計

類型 社数

5
91

そのほか
249 158

伝統的証券
ビジネス

非伝統的
ビジネス

独立系
大手 3 2 1

銀行系 23 22 1
メガバンク系 5 1
地銀系 14
その他銀行系 3

上場証券 16 16
外資系 64 35 29

FX 16
PTS 7
そのほか証券関連業 2

投資銀行
（従業員上位10社） 10

資産運用･ファンド・
証券化・金融仲介 21

ネット 3
FX 3
PTS 2
中堅・中小 25

中堅・
中小証券 83 83

東京 20
関東甲信越 9
大阪 8
関西(大阪除く） 9
中部東海 13
北陸 8
中国 3
四国 6
九州・沖縄 4
北海道・東北 3

日系
非伝統的 60 60

資産運用 5
ファンド組成 10
証券化・流動化 6
ネット 9



一
六
年
三
月
末
時
点
の
類
型
分
類
表
で
あ
る
（
二
〇
一
七
年
三
月
期
の
類
型
化
の
作
業
は
未
完
成
の
た
め
前
年
の
も
の
を
用
い
て
い

る
）。こ

こ
で
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
二
〇
一
六
年
三
月
末
の
「
独
立
系
大
手
」
と
は
野
村
、
野
村
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ロ

ダ
ク
ツ
・
サ
ー
ビ
シ
ズ
、
大
和
の
三
社
、「
メ
ガ
バ
ン
ク
系
」
と
は
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
日
興
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
モ
ル
ガ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
、
み
ず

ほ
、
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
フ
レ
ン
ド
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
モ
ル
ガ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
Ｐ
Ｂ
、
み
ず
ほ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
イ
ン
ベ
ス
ト

メ
ン
ツ
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
三
月
末
時
点
に
お
け
る
「
独
立
系
大
手
」
お
よ
び
「
メ
ガ
バ
ン
ク
系
」
は
統
合
前
の
母
体
会
社
を
含

め
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
の
登
録
を
し
て
い
な
が
ら
、
証
券
業
を
主
た
る
業
務
と
し
て
い
な
い
業
者
は
「
非
伝
統
的
ビ
ジ

ネ
ス
業
者
」
と
し
て
分
類
し
て
い
る
（
資
産
運
用
、
フ
ァ
ン
ド
組
成
や
証
券
化
、
外
為
証
拠
金
Ｆ
Ｘ
業
務
）。
ま
た
証
券
業
で
は
あ

る
が
、
比
較
的
新
し
い
業
務
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
業
務
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
エ
ク
ィ
テ
ィ
業
務
、
金
融
商
品
仲
介
受
託
業

務
な
ど
）
や
新
し
い
形
態
の
サ
ー
ビ
ス
（
ネ
ッ
ト
証
券
）
を
提
供
し
て
い
る
業
者
も
「
非
伝
統
的
ビ
ジ
ネ
ス
業
者
」
に
含
め
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
を
み
る
と
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
よ
う
な
相
場
の
激
変
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
参
入
・
退
出
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、

二
〇
〇
七
年
三
月
末
時
点
と
比
較
し
て
社
数
が
増
え
た
も
の
は
、
地
銀
系
証
券
、
資
産
運
用
や
フ
ァ
ン
ド
組
成
を
主
た
る
業
務
と
す

る
業
者
で
あ
る
。
逆
に
社
数
が
大
き
く
減
っ
た
類
型
は
、
中
小
証
券
（
と
り
わ
け
東
京
本
店
）
で
あ
る
。

３
　
収
入
構
成
の
変
化

次
に
観
点
を
変
え
て
、
こ
の
間
の
収
入
項
目
の
推
移
を
見
て
お
こ
う
。
図
表
３
は
、
証
券
会
社
の
売
上
高
に
相
当
す
る
純
営
業
収

益
の
推
移
と
そ
の
構
成
項
目
の
割
合
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
年
三
月
期
か
ら
前
半
一
〇
年
間
の
純
営
業

（8）



収
益
は
、
年
平
均
二
兆
四
五
百
億
円
、
後
半
は
三
兆
九
百
億
円
で
、
後
半
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
社
数
は
減
少
気
味
で

あ
る
。

収
入
項
目
を
み
る
と
、
委
託
手
数
料
は
四
三
・
三
％
か
ら
一
五
・
八
％
へ
一
貫
し
て
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
株
式
委
託
売
買

高
は
増
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
低
下
は
も
っ
ぱ
ら
手
数
料
率
の
低
下
に
よ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
著
し
く
増
え
た
の
は
、「
そ
の

他
手
数
料
（
一
九
％
か
ら
三
一
・
四
％
）」、「
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
（
二
一
％→

三
一
・
四
％
）」
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
他
の
収
入
項
目
に
つ
い
て
み
る
と
、
募
集
手
数
料
が
増
加
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
募
集
手
数
料

は
ほ
と
ん
ど
投
信
販
売
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
収
入
と
し
て
は
募
集
手
数
料
の
他
に
代
行
手
数
料
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
一

体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
代
行
手
数
料
は
「
そ
の
他
手
数
料
」
に
含
ま
れ
る
た
め
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
子
細
に
検

討
す
べ
き
は
「
そ
の
他
手
数
料
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
そ
の
他
手
数
料
」
は
、
委
託
・
引
受
・
募
集
以
外
か
ら
得
ら
れ
る
手
数
料
収
入
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
と
な
る
業
務
と
し
て
は
、

①
本
来
業
務
で
は
有
価
証
券
等
管
理
業
務
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
②
付
随
業
務
で
は
Ｍ
＆
Ａ
な
ど
の
助
言
・
仲
介
、
投
信
の

代
行
業
務
、
レ
ポ
取
引
の
仲
介
、
③
届
出
業
務
で
は
保
険
販
売
等
、
④
承
認
業
務
で
は
、
親
会
社
へ
の
顧
客
紹
介
や
支
援
業
務
、
兼

業
で
は
フ
ァ
ン
ド
組
成
販
売
や
取
引
所
Ｆ
Ｘ
の
委
託
な
ど
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
や
投
資
助
言
・
代
理
業
お
よ
び
投
資
運
用
業
な

ど
が
あ
る
。

つ
ま
り
、「
そ
の
他
手
数
料
」
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
証
券
会
社
の
「
業
務
多
様
化
」
を
意
味
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
ま
た
、
本
来
業
務
に
お
い
て
も
、
日
本
株
の
み
な
ら
ず
外
国
株
の
取
り
扱
い
が
増
え
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ツ
ー

ル
と
し
手
数
料
を
大
幅
に
割
り
引
い
た
ネ
ッ
ト
証
券
の
提
供
す
る
受
発
注
・
執
行
サ
ー
ビ
ス
等
の
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
も
拡
大
し
て
い

る
。

（9）
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図
表
３
　
純
営
業
収
益
に
占
め
る
各
収
入
項
目
の
割
合

2,000
－
2.0%

43.3%

15.8%

31.4%

5.8%
4.7%

11.0%
8.4%1,500

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

－
12.0%

8.0%

18.0%

28.0%

38.0%

48.0%

純
営
業
収
益

（
右
軸
、10億

円
）

委
託
手
数
料

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ

損
益

そ
の
他
手
数
料

引
受
手
数
料

募
集
手
数
料

金
融
収
支

6.6%
6.6%

19.0%
19.0%

－
0.2%
－
0.2%

21.0%
21.0%
21.0%

1998年
3学
期

1998年
3学
期

1999年
3学
期

1999年
3学
期

2000年
3学
期

2000年
3学
期

2001年
3学
期

2001年
3学
期

2002年
3学
期

2002年
3学
期

2003年
3学
期

2003年
3学
期

2004年
3学
期

2004年
3学
期

2005年
3学
期

2005年
3学
期

2006年
3学
期

2006年
3学
期

2007年
3学
期

2007年
3学
期

2008年
3学
期

2008年
3学
期

2009年
3学
期

2009年
3学
期

2010年
3学
期

2010年
3学
期

2011年
3学
期

2011年
3学
期

2012年
3学
期

2012年
3学
期

2013年
3学
期

2013年
3学
期

2014年
3学
期

2014年
3学
期

2015年
3学
期

2015年
3学
期

2016年
3学
期

2016年
3学
期

2017年
3学
期

2017年
3学
期

（
出
所
）
日
本
証
券
業
協
会
『
統
計
情
報
（
業
界
編
）』「

会
員
の
決
算
概
況
」
よ
り
作
成



そ
こ
で
、
こ
う
し
た
多
様
な
業
務
、
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
が
、
ど
の
よ
う
な
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
結
果
、
証
券

界
の
ど
の
業
務
分
野
に
ど
の
よ
う
な
競
争
が
持
ち
込
ま
れ
、
既
存
の
業
者
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
問

題
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
個
社
の
業
務
収
入
と
取
引
状
況
の
細
目
を
先
に
分
類
し
た
類
型
ご
と
に
集
約
し
、
そ
の
類
型

ご
と
の
収
入
項
目
の
伸
長
度
合
い
と
純
営
業
収
益
に
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
を
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
紙
面
も
尽
き
た
。
こ
の
調
査
は
な

お
途
上
に
あ
る
が
、
そ
の
結
果
の
公
表
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
（
３
）。

注（
１
）

特
集
「
山
一
・
拓
銀
破
綻
か
ら
二
〇
年
―
バ
ブ
ル
で
日
本
は
何
を
失
っ
た
か
―
」
週
刊
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
一
月
二
五
日
号
。
清
武
英

利
『
空
あ
か
り
　
山
一
證
券
〝
し
ん
が
り
〞
百
人
の
言
葉
』
講
談
社
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
。

（
２
）

そ
の
第
一
歩
は
、
一
九
九
二
年
の
金
融
制
度
改
革
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
三
年
間
（
九
三
〜
九
五
年
）
で
合
計
一
九
社
の
新
規
参
入
を

見
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
銀
行
の
証
券
子
会
社
で
あ
る
。

（
３
）

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
度
決
算
を
用
い
て
、
類
型
ご
と
の
各
収
入
項
目
の
シ
ェ
ア
や
純
営
業
収
益
に
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト

を
明
ら
か
に
し
て
、
収
益
面
に
反
映
し
た
業
務
の
多
様
化
が
ど
の
業
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
各
業
務
分
野
で
は
ど
の
業
者
が
競
争
関
係
に

あ
る
か
の
一
端
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
証
券
会
社
経
営
分
析
に
つ
い
て
」、
同
「
証
券
会
社
経
営
分
析
の
資
料
」
日
本
証
券
業

協
会
、
二
〇
一
六
年
六
月
、http://w

w
w

.jsda.or.jp/shiryo/chousa/files/160622keieibunseki.pdf

）

（
に
か
み
　
き
よ
し
・
主
任
研
究
員
）
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